
漏水を放っておくと、だんだん漏水の量が増え、料金負担も増えてきます。毎月の

「ご使用量のお知らせ」をチェックして、「最近水道の使用水量が増えてきたな」と

感じたら、メーターの「パイロット」を確認してみましょう。パイロットが動いてい

なければ漏水ではありません。まず家中の蛇口を全部閉めてから、水道メーターを確

認してみましょう。もしメーターのパイロットが少しでも回っているときは、どこか

で漏水しているかもしれません。

宅内の水道管や貯水槽の修理は利用者の負担となります。漏水をそのままにしてお

くと水道料金や修理費用もかさみますので、見つけた場合は早めに修理しましょう。

道路に埋設している水道管は、車両の通行による振動や老朽化などが原因で、漏水することが

あります。そのまま放置しておきますと、大切な水を無駄にするだけでなく思わぬ大事故につながる場合があり

ますので、見つけたときにはお手数ですが水道事業所までお知らせください。

令和２年１１月号

水道豆知識 「道路などで漏水しているのを見つけたときは？」

漏水調査のお知らせ （調査期間 １１月 ～ 2月 ）

漏水していませんか？

〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田80 名取市水道事業所水道総務係 電話 022-724-7136 

名取市ホームページ https://www.city.natori.miyagi.jp 水道事業所Twitter ＠natori_suidou

地下内で発生する漏水の早期発見のため、道路内にある配水管からお客様の水道メーターまでの漏水調査を

実施します。

◯調査期間：令和２年１１月2日(月)～令和３年２月２６日(金) （９:００～１７:００）

〇調査地区：増田、大手町、小山、名取が丘、飯野坂、植松、上余田地内 ほか

〇調査業者：フジテコム㈱北日本支店

〇調査内容：お客様のお宅の水道メーター箇所まで立ち入りさせていただき、メーターや

止水栓から漏水音を聞き取ります。調査の際は事前にお知らせしますので、立ち入り等

に関してご協力をお願いします。

パイロット
(水が出ていると回転する)

水道メーター

※他にも道路上や消火栓付近で調査を

行います。

※調査員は市が発行した身分証明書を

携帯しています。

※この調査員が料金を請求することは

ありません。

調査へのご理解とご協力を

お願いします。

側溝

給水栓

私有地

水道メーター
直結止水栓給水管

配水管

道路（公道）

官民境界

メーターボックス

漏水調査範囲

（配水管～水道メーター）

メーターよりも家屋側での漏水の修理は個人負

担です。修理を希望される場合は直接、給水装

置工事事業者へご依頼ください。


